
   横須賀市地域密着型サービス事業者等の業務管理体制確認検査要 

   綱  

（総則） 

第１条 介護保険法（平成９年法律第 123号。以下「法」という。）の規定に

より行う地域密着型サービス事業者等の業務管理体制に係る検査について  

は、別に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

 (１ ) 地域密着型サービス事業者等 法第 115条の32第２項第４号の規定によ

り市長に業務管理体制の整備に関する事 項の届出をしなければならない

介護サービス事業者をいう。 

(２ ) 検査 法第 115条の33第１項の規定により、地域密着型サービス事業者

等に対して報告を命じること等をいう。 

（検査の基本方針） 

第３条 検査は、地域密着型サービス事業者等の業務管理体制の整備の状況を

確認し、及び当該業務管理体制の状況に問題があると疑われる場合において

は、当該地域密着型サービス事業者等の認識を確認し、公正かつ適切な措置

を採るため、事実関係を的確に把握することを目的とする。 

（検査の通知） 

第４条 検査の実施にあたっては、対象となる地域密着型サービス事業者等に

対し、根拠法令、目的、期日、場所、準備すべき資料等を文書により通知す

るものとする。ただし、介護保険サービス事業者等監査要綱（平成20年４月

１日制定）第12条の規定に基づき監査の実施に引き続き第９条の特別検査を

実施する場合は、口頭により通知し、後日、その旨を文書により通知するこ

とができるものとする。 

（検査結果の報告） 

第５条 検査の実施にあたった職員は、検査終了後、速やかに検査結果につい

て復命書を作成し、市長に報告するものとする。 

（検査の種類） 

第６条 検査の種類は、一般検査及び特別検査とする。 

（一般検査）  

第７条 一般検査は、業務管理体制の整備の状況を確認するため、地域密着型

サービス事業者等に対して報告書等の提出を求める書面検査又は地域密着型



サービス事業者等の事業所等における立入検査により行うものとする。  

（一般検査後の措置） 

第８条 市長は、一般検査の結果について必要な検討を行い、地域密着型サー

ビス事業者等の業務管理体制の整備の改善に必要な事項等について、書面に

より通知するものとする。 

２ 市長は、前項の通知内容について期限を付して報告を求めることができる

ものとする。 

３ 市長は、一般検査の結果、地域密着型サービス事業者等が適正な業務管理

体制の整備を行っていないと認める場合には、次に掲げる措置（以下「勧告

等」という。）を行うことができる。 

 (１ ) 法第 115条の34第１項の規定により、期限を定めて、適正な業務管理体

制を整備すべきことを勧告すること。 

 (２ ) 前号の勧告を受けた地域密着型サービス事業者等が当該勧告に従わなか

ったときに、法第 115条の34第２項の規定により、その旨を公表し、及び

当該地域密着型サービス事業者等が正当な理由なく勧告に係る措置をとら

なかったときに、同条第３項の規定により、期限を定めて当該勧告に係る

措置をとるべきことを命ずること。 

（特別検査）              

第９条 特別検査は、法第78条の10各号又は法第 115条の19各号の要件に該当

するものとして指定の取消しの対象となる地域密着型サービス事業者等に対

して、当該指定取消しの理由となる事実に関して組織的な関与を行っている

か確認するものとする。  

（特別検査後の措置） 

第10条  市長は、特別検査の結果、地域密着型サービス事業者等の指定の取消

しの理由となった事実に関して組織的な関与があると認めた場合は、一般検

査に準じた措置を行うとともに、当該地域密着型サービス事業者等から指定

の申請（法第78条の２第１項又は法第 115条の12第１項に基づく指定の申請

のことをいう。）又は指定の更新申請（法第78条の12又は法第 115条の21に

おいて読み替えて準用する法第70条の２第１項に基づく指定の更新申請のこ

とをいう。）があった場合は、次に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に

定めるサービスに係る事業所の指定を行わないものとする。 

 (１ ) 法第78条の２第４項第６号本文又は同条第６項第１号の規定に該当する

者  当該者が運営する地域密着型サービス（認知症対応型共同生活介護、

地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入



所者生活介護を除く。） 

 (２ ) 法第78条の２第４項第６号の２本文又は同条第６項第１号の２の規定に

該当する者  当該者が運営する地域密着型サービス（認知症対応型共同

生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護に限る。） 

 (３ ) 法第78条の２第４項第６号の３本文又は同条第６項第１号の３の規定に

該当する者  当該者が運営する地域密着型サービス（地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護を除く。） 

 (４ ) 第  115条の12第２項第６号本文又は同条第４項第１号の規定に該当する

者  当該者が運営する地域密着型介護予防サービス（介護予防認知症対

応型共同生活介護を除く。） 

 (５ ) 第  115条の12第２項第６号の２本文又は同条第４項第１号の２の規定に

該当する者  当該者が運営する地域密着型介護予防サービス（介護予防

認知症対応型共同生活介護に限る。） 

 (６ ) 法第 115条の12第２項第６号の３本文又は同条第４項第１号の３の規定

に該当する者 当該者が運営する地域密着型介護予防サービス 

２ 市長は、特別検査の結果、地域密着型サービス事業者等の指定の取消しの

理由となった事実に関して組織的な関与があると認められない場合は、一般

検査に準じた措置を行うことができる。 

（記録等） 

第 11条  市長は、地域密着型サービス事業者等検査台帳を作成し、検査の内 

容、結果等を記録し、及び保存するものとする。 

（情報の提供） 

第12条  市長は、地域密着型サービス事業者等に対して実施した検査の内容及

び結果について必要があると認めるときは、厚生労働大臣、神奈川県知事、

又は当該地域密着型サービス事業者等を指定している他の市町村長へその情

報を提供するものとする。 

（その他の事項） 

第 13条  この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項 

 は、福祉部長が定める。 

   附  則  

 この要綱は、平成21年８月１日から施行する。 

   附  則  

 この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 



   附  則  

 この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

   附  則  

 この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 


